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家族介護とジェンダー平等を
めぐる今日的課題
─男性介護者が問いかけるもの

本稿は，近年の男性介護者の増加という現象に注目し，家族介護をめぐる問題をジェン
ダー平等という観点から検討するものである。介護保険制度導入後，男性介護者の増加や
担い手の多様化など，嫁による家族介護モデルは限界にきている。ケアにおけるジェンダー
平等をめぐり，「男性の女性化」が重要な課題となっているが，男性介護者の介護実態か
らは，「仕事としての介護」に示されているように，男性が介護を引き受けるということ
が，男らしさの脱構築には必ずしも連動しないことが明らかになった。ケアにおけるジェ
ンダー平等の達成のためには，ジェンダー・センシティブな支援と同時に，介護者である
ことが社会的な不利益を被らないような仕組みとして，包括的な介護者支援の確立が重要
である。イギリスにおける介護者支援の展開の歴史経緯では異なる介護者像が競合してい
るが，介護者運動の存在が，介護者支援の進展に大きな役割を果たしてきた。本稿では特
に介護者支援の起点として，介護者を一人の個人として捉えるための介護者ニーズ・アセ
スメントに注目した。さらに，介護者支援の今日的課題として，イギリスにおける「介護
と仕事の両立」をめぐる議論を検討した。最後に，日本における介護者支援とジェンダー
平等の具体化にむけて，男性介護者運動が果たしうる可能性と課題について検討した。
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Ⅰ　は じ め に

　本稿では，介護をめぐる今日的な問題のひとつ
として，家族介護を取り上げる。2015 年の介護
保険制度の改正では，3 年に 1 度見直される介護
報酬について，2.27％の引き下げが確定し，介護
サービスの質の低下や更なる人材不足などの不安
が高まっている。介護の担い手としての専門職の
養成および確保・定着は，介護サービスの質と結
びついた緊要の課題であるが，ここでは，私的な

介護の担い手としての介護者に主眼をおいて論じ
る。
　すでに欧米では，ケアの担い手（carer,�caregiver）
を論じる場合に，無償のインフォーマル・ケア
ラーと，専門職としてのフォーマル・ケアラーと
いう区分はあるが，育児や高齢者に対する介護，
障がい者に対する支援といった対象による区分を
設けないのが一般的である。これは，ケアの広義
性に由来するものである。日本でも近年，領域横
断的に「ケア」を包括的に捉える必要性が主張さ
れるようになってきた（広井編 2013；落合他 2010）
が，ここでの主たる分析対象は，課題を明確にす
るために，高齢者介護に限定し，carer を介護者
と訳することとする。
　介護保険制度改革では，利用者負担の引き上げ
や，特別養護施設の入所を重度者に限るなど，ま
すますその利用の限定化が進んでおり，サービス
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の利用対象外になったり，経済的理由からサービ
ス利用を控える人が増えることが予想される。さ
らに，在宅ケアへのシフトによって，家族への依
存度がさらに高まることも懸念されている。家族
は，無尽蔵な福祉資源ではありえない。近年では，
家族介護をめぐる今日的な課題として介護者支援

（carer�support）が注目されるようになってきた。
　近代社会が前提としてきた，ケア責任をもたな
い自律的な個人を理想化する「負荷なき自己」モ
デルでは，介護や子育てといったケアは回避され
るべきものとして位置づけられる。それに対して，
Fineman（1995＝2003,�2005＝2009）や Kittay（1999
＝2010）に代表されるケア・フェミニズムは，人
間の人生の中で，生老病死といった避けることの
できない依存（不可避の依存）と同時に，こうし
た人々を支えることによる「二次的依存」に着目
し，従来の個人モデルの修正を追求している。人
間の生そのものの脆弱性は普遍的なものである
が，ケアの担い手の脆弱性は，社会的に構築され
たものであり可変的である。「負荷なき自己」モ
デルが成立するためには，ケアを家庭という私的
な領域に閉じ込め，それを専属的に引き受ける女
性をその担い手として固定化しなければならな
かった。それゆえに，ケアをめぐる問題は，何よ
りも女性の問題として論じられてきたのである。
したがって，家族介護や介護者支援を論じるにあ
たって，ケアをめぐるジェンダー不平等の問題を
回避することはできない。今日の家族介護をめぐ
る問題は，ジェンダー平等という観点からどのよ
うに捉えることができるのだろうか。さらに介護
者支援はジェンダー平等にどのように影響するの
だろうか。近年増加している男性介護者の増加が，
家族介護のジェンダー平等にどのような意味をも
つかを検討した上で，先駆的に介護者支援に取り
組んできたイギリスでの議論を手がかりとしなが
ら，介護者支援の可能性について考えてみたい。

Ⅱ　家族介護とジェンダー平等�
─男性介護者の増加が意味するもの

1　介護保険制度導入以降の家族介護

　日本の長寿化と高齢社会の到来は，他国に例を
見ない急速なスピードで進展している。『平成 24
年国民生活基礎調査』（厚生労働省）によれば，65
歳以上の高齢者人口の割合は過去最高の 3190 万
人（25.1％）である。65 歳以上の高齢者のいる世
帯は全世帯（4817万世帯）の43.4％（2093万世帯），
そのうち夫婦のみの世帯（30.3％）と単独世帯

（23.3％）で過半数を占めている。高齢者のうち，
女性の 5 人に 1 人，男性の 10 人に 1 人が一人暮
らしである。要介護者のいる世帯の構成割合をみ
ても，単独世帯と夫婦世帯が増加する一方で，三
世代家族は半減している。
　高齢化にともなって，何らかの支援を要する高
齢者の数は，増加の一途をたどっている。65 歳
以上の要介護者等認定者数は，601 万 9000 人（男
性 185 万 5000 人，女性 416 万 4000 人）（厚生労働省『介
護保険事業状況報告』平成 26 年 11 月分）で，介護
保険制度導入以降，2 倍以上に増加している。ま
た，厚生労働省研究班の推計によれば，認知症高
齢者は 462 万人，その予備軍となる軽度認知障害

（MCI）は 400 万人と推計された（朝日新聞 2013
年 6 月 1 日）。2015 年 1 月に策定された認知症へ
の新たな国家戦略「認知症施策推進総合戦略（新
オレンジプラン）」（厚生労働省）では，2025 年に
は認知症患者は 700 万人にまで増加すると見込ま
れている。
　『平成 23 年社会生活基本調査』（総務省）によ
れば，現在の介護者は 682 万 9000 人であり，介
護者一人あたりの介護時間は減少しているもの
の，介護支援を利用していない人が7割（482万人）
を占める。さらに，介護支援の利用頻度が高くな
れば多くなるほど介護・看護時間は長くなってい
る。介護サービスは，家族の介護を軽減するもの
ではあっても，完全に代替するものではないとい
える。
　また日本には，介護者を主たる対象とする本格
的な支援制度が確立されていない。2006 年に施
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行された「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に
対する支援等に関する法律」では，養護者支援が
うたわれているが，実効性のある支援の手立てが
充分検討されているわけではない。介護保険制度
導入以降も家族の負担が軽減しないにもかかわら
ず，介護者支援が取り上げられてこなかった背景
には，家族による介護役割を肯定し承認すること
と，社会的な介護責任とがトレード・オフの関係
として論じられてきた経緯がある。もうひとつの
要因は，介護者支援に対する狭義の理解である。
介護保険制度導入時に取り上げられた「現金給
付」をめぐる議論 1）が，多様な介護者支援を検
討する余地を与えなかったといえる。

2　ケアとジェンダー平等―「男性の女性化」と
いう課題

　Ungerson は，家族構成員のうち支援が必要に
なる人が現れた場合に誰が介護者になるのか，そ
の社会的要因に注目し，労働市場での位置やジェ
ンダー規範の影響など，複合的な要因から，女性
が介護役割を引き受けるプロセスを分析した

（Ungerson�1987＝1999）。しかし，仕事に従事せず，
専属で家事・育児・介護に専念できる人員＝専業
主婦を確保できる家族は，ますます少数派となり
つつある。近年の家族介護の大きな特徴は，担い
手の多様化である。少子化や別居の進行，共働き
世帯の増加を背景とする家族資源の枯渇化は，介
護責任の優先順位をめぐる従来のジェンダー規範
を掘り崩しつつある。嫁に代わる新しい介護の担
い手として増加しているのが，夫や息子といった
男性介護者である。その割合は，主たる家族介護
者の 3 割，100 万人を超える。
　男性介護者の増加は，ジェンダー平等という観
点からどのように考えられるのだろうか。ケアに
おけるジェンダー平等の達成のために，Frazer
は，「普遍的ケア提供者モデル」を提案した。こ
こで焦点となっているのは，インフォーマルな領
域での男女間でのケアの分担であり，とりわけ男
性の変革であった（Frazer�1997＝2003）。Lewis�
and�Guillari によれば，ケアの商品化を通じて男
女がともにフルタイムの労働にかかわる「成人労
働者モデル家族 the�adult�worker�model� family」

は，女性の労働市場への参加を重視しすぎており，
結果的に家庭での男女のケア分担の問題が軽視さ
れる。さらに，情緒性・関係性という完全に商品
化しえないケアの特質ゆえに，ケアの商品化は，
ケ ア の 脱 家 族 化 を 達 成 し え な い。Lewis�and�
Guillari は，ジェンダー平等の達成には，いかに
男性がケアを引き受けるようになるのか─「男
性の女性化」─が最も重要な指標になると考え
る（Lewis�and�Guillari�2005）。
　田村は，労働／ケアの再編成とジェンダー平等
との関連性をめぐって，Lewis�and�Guillari らの

「男性の女性化」を重視する「ケアの再配分」言
説と，先述した Fineman らの「ケアの絆」言説
とを比較して，2 つの言説において「男性のケア」
の位置づけが異なることに注目している（田村
2011）。「ケアの再配分」言説は，あくまでも家庭
内での男女のケア分担を主題化しているのに対し
て，「ケアの絆」言説では，男女間の性愛の絆を
基礎とする家族モデルに対置して，母子間のケア
の絆を基礎とするモデル─「みんな誰かのおか
あさんの子ども」（Kittay�1999＝2010）─を新た
な家族モデルとして提案している。「ケアの絆」
モデルは，「負荷なき自己」に対してケアを担う
存在を普遍化するために，象徴的な「母」という
存在を掲げ，ケア労働に対する「補償の社会化と
普遍化」を求めているが，田村が指摘するように，
この戦略では，男性の位置づけが不明瞭なままで
ある（田村 2011）。さらに，介護に限るならば，
未婚や離婚によるシングルの増加によって，異性
愛カップルによるケア分担というルート以外に
も，多様な関係性や条件・ルートで男性が介護役
割を引き受けている現実を視野に入れなければな
らない。ケアにおけるジェンダー平等を検討する
には，いかにして男性がインフォーマルな領域に
おいてもケアを担う存在になりうるのか，「男性
の女性化」にはいかなる社会政策が有効か，さら
に，実際に男性がケアを担うということが，ケア
にどのような新しい地平をもたらすのかを検討し
なければならない。

論　文　家族介護とジェンダー平等をめぐる今日的課題
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3　男性介護者の増加が意味するもの―男らしさ
との格闘

　男性は女性と比較して，選択的にケアを引き受
ける傾向があると指摘されてきた（Lewis�and�
Campbell�2007;�林 2010）。こうした理解は，あくま
でも例外的な男性─「できる男」─というポジ
ションに男性をとどめることにつながり，ジェン
ダー平等には大きく影響を及ぼさないと考えられ
る。しかし，急激な高齢化と家族資源の枯渇化は，
男性が介護を引き受けることがもはや「選択」と
はいえない状況を呈しており，男性であるという
ことが介護責任を回避する理由にはならない時代
が到来しつつある。
　ジェンダーの観点から家族介護を長年研究して
きた春日によれば，「男性稼ぎ主モデル」に依拠
してきた従来の家族主義的福祉政策が，逆に家族
介護のリスクを高めているというパラドクスは，
とりわけシングルの息子介護者に集中的に顕在化
している（春日 2013）。春日も指摘しているよう
に，男性介護者を論じる場合に目配りしなければ
ならないことは，ケア遂行過程で男性介護者が直
面する困難の数々である。介護殺人の加害者の
3/4，高齢者虐待の加害者の 6 割が男性という数
値に照らせば，そこに潜む問題は根深いといわざ
るを得ない。
　「男性稼ぎ主モデル」は，女性の就業機会を奪
うと同時に，男性に対しては，家事・ケア役割能
力を獲得する機会を奪ってきた。とりわけ，「男
子厨房に入らず」と教えられた高齢男性介護者の
場合，女性介護者と比べて，介護役割の遂行にお
いてだけではなく，家事やその他の日常生活をや
りくりするスキルを持ち合わせていない。要介護
者の病状や体調に合わせてメニューや味付けに工
夫が必要な献立と調理，季節ごとの衣類の入れ替
えや洗濯洗剤の使い分け，妻の下着の購入，母親
の排泄介助など，細かな作業の一つ一つが負担と
して積み重なっていく。
　また男性は，教育や仕事を通じて，責任感や合
理性といった男性的な価値観を習得していく。こ
のことは，男性介護者の介護の仕方にも大きな影
響を及ぼしている。たとえば，企業の第一線で活

躍してきた男性介護者が，介護によって仕事での
自分の足場が危うくなると，新たな足場として介
護に没頭することがある。「仕事としての介護」

（Kramer�and�Thompson�2002）である。「仕事とし
ての介護」は，たとえば厳しいリハビリプログラ
ムや生活管理など，相手のニーズへの配慮よりも
合理性や効率性を優先させる危険性がある。ヘル
パーやケアマネジャーの行動も厳しくチェックす
るため，しばしば「ハイリスク介護者」や「ク
レーマー」とみなされることもある。また，責任
感の強さは，先の見えない不安や介護によるしん
どさを他人と共有することを阻害する要因となり
うる。仕事のように介護に没頭しても，その苦労
が必ずしも報われるとは限らず，達成感が得られ
るどころか，絶望の淵に立たされることもめずら
しくはない。同僚や近所の人に，自分が介護を引
き受けていることを隠し続けるだけではなく（津
止・斎藤 2007），身近な専門職や他の家族にすら
弱音を吐けない男性介護者もいる。
　こうした男性の介護から見えてくることは，男
性がケア責任を引き受けることが，必ずしも，男
らしさの脱構築に連動するわけではないというこ
とである。むしろ，介護を通じた男らしさの発揮
といった場面も見受けられる（Gollins�2002）。そ
こには，介護に従事することによる男性社会から
の排除・周縁化と，介護を通じた男性性との格闘
という，男性固有ともいえる二重の困難を見出す
ことができる。ここに，主に時間といった指標で
測られる男女間の役割の均衡化とは異なる，ケア
におけるジェンダー平等に関する新たな論点，す
なわちケアとジェンダー・アイデンティティの交
錯をめぐる問題を見出すことができる。
　当然のことながら，男性介護者といっても一枚
岩の集団ではありえない。一人暮らしが長かった
り単身赴任を経験したことがあれば，家事を上手
にこなすし，抵抗なくオムツ替えができる男性も
いる。しかし，男性介護者の中に多様な男性性を
単に見出すだけでは不十分である。介護が男性と
してのアイデンティティにどのように影響してい
るのか，あるいは男性としてのアイデンティティ
がどのような介護行為を引き起こしやすいのか，
その相互の影響関係を丁寧に読み解いていく必要



日本労働研究雑誌� 39

がある（Calasanti�and�Boen�2006；�Hanlon�2009,�2012）。

4　ケアを媒介とした男同士のつながり

　たしかに，男性介護者が介護によって仕事を中
心とした自らの存立基盤を失い，孤立しがちであ
ることは否めない。しかし，男性介護者が地域で
着手しはじめている模索に，新しい可能性を見出
すこともできる。
　男性介護者をささえる重要な拠点が，地域での
居場所づくりである。2009 年設立された「男性
介護者と支援者の全国ネットワーク（以下，男性
介護ネット）」では，設立当初から，定期的に男
性介護者の手記を募集して発行し，介護に関する
生きた経験をより多くの人に届ける活動を重視し
てきた。さらに，各地域で男性介護者のつどいを
開催したり，団体を立ち上げたりすることによっ
て，男性介護者が直接相互交流できる居場所つく
りを推奨してきた（津止 2013）。
　O’Connor によれば，自らを「介護者」とカテ
ゴリー化し位置づけること─ポジショニング
─には 3 つのメリットがある。ひとつは，介護
という行為を通じて，他者とつながっているとい
う感覚をもたらす。自分の行為を，他の介護者に
共通するコンテクストの中に位置づけることがで
き，共通の感覚・経験を共有することで，孤立の
予防に役立つ。第二に，介護者という自覚をもつ
ことによって，自分や要介護者にかかわる社会
サービスにアクセスしやすくなる。自分の行為を
単なる家族役割や私的責任とみなすのではなく，
サポートを要求するに相応しい労働であるという
認識を得ることができる。第三に，介護を通じた
人間的な成長を社会的に確認できる機会を得る。
介護という行為を，単に負担としてではなく社会
的にも重要で価値ある行為と再評価しなおす機会
を得ることができる。つまり，介護者というポジ
ショニングは，従来の私的な家族関係の延長線上
にある介護という相互行為を，より社会的な課題
へと接続する言説的な回路となる（O’Connor�
2007）。
　男性に特化した当事者団体やつどいは，いまや
全国で 100 を超える 2）。男性のつどいには，愚痴
やおしゃべりだけではなく，介護サービスの「学

習会」や「料理教室」など，つどいの目的を明確
にした（task-oriented）アプローチが有効であり，
男性が足を運びやすくなる（Kaye�and�Crittenden�
2005）。「男性に優しい male-friendly」な支援プロ
グラムは，ケアを通じたジェンダー平等という観
点からみても興味深い実践であるといえるだろう

（斎藤 2010）。

5　多様化する家族介護と介護者支援―育児と介
護の相違

　「男性の女性化」というケアのジェンダー平等
戦略において，ジェンダー ･ センシティヴなプロ
グラムの導入だけでは不十分である。家族介護の
担い手の多様化は，男性介護者に限らず，これま
での嫁介護モデルでは表面化しなかった新たな質
の家族介護の問題を引き起こしている。たとえば，
介護者も要介護認定を受けているような老老介
護・認認介護（要介護者，介護者双方が認知症であ
るケース），遠距離介護，介護うつ，育児と介護
の板ばさみ（サンドイッチ），介護と仕事の両立な
ど。いまや介護役割はライフステージのあらゆる
段階において出現する可能性がある。その象徴が
ヤングケアラー（若年介護者）の問題である。10
代や 20 代で親や祖父母の介護を任されることに
よって，学業継続や就職・キャリアアップを断念
せざるを得ないだけではなく，恋愛・結婚，趣味
といったプライベートな生活も圧迫されるため，
自らの人生設計が大きく狂ってしまう。
　さらに家族介護をめぐる新しい困難は，介護と
育児というケアの性質の相違性という観点からも
整理することができる。詳細は別稿に譲るが（斎
藤 2011），準備期間の有無，担い手および介護条
件の多様性，そして介護期間の長期化と不確実性
といった違いが挙げられる。
　何よりも育児と介護の相違は，介護と仕事の両
立という問題に顕在化している。『平成 24 年度就
業構造基本調査』（総務省）によれば，働く介護
者は 291 万人（男性 131 万人，女性 160 万人）で，
その中心を 40 代，50 代が占める。企業が社員の
介護実態を把握していない「隠れ介護」は 1300
万人にのぼるという数字もある（『日経ビジネス
No.1758』）。筆者らが行った調査でも，働く介護
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者のほとんどが制度を利用することなく，年次有
給休暇や欠勤，早退といった，制度の枠外で介護
に対応していた。他方，企業の側では，こうした
社員ニーズが充分把握できておらず，「制度が利
用しづらい」と考えている社員との間に大きな意
識の乖離が確認されている（斎藤・津止・小木曽・
西野 2014）。
　介護は，長期にわたって私たちの生活に多大な
影響を及ぼしうる。だからこそ，介護によって，
自らの生活や経済的・関係的資源が枯渇しないよ
うなしくみつくりが必要となる。それを可能にす
る枠組みが介護者支援である。次節では，イギリ
スの介護者支援が具体化される経緯と具体的な支
援内容を参照しながら，介護者支援の可能性につ
いて検討してみたい。

Ⅲ　イギリスにおける介護者支援の展開

1　イギリスにおける介護の現状

　最初に，イギリスでの介護の現状と，介護者支
援が政治的アジェンダとして取り上げられるよう
になった歴史的経緯を簡単に概観しておきたい。
　イギリスでケアラーとは，「病気・高齢・障害
をもつ家族・友人・パートナーを無償で世話して
いる人」と定義されている。近所の人や友人が主
たるケアラーになるケースは限定的ではあるが，
必ずしも家族だけがインフォーマル・ケアを担う
わけではないことを留意しておく必要がある。
　2011 年センサスによれば，イギリス全体のケ
アラー数は，650 万人，じつに 16 歳以上の人口
の 16％，8 人に 1 人がケアラーとなっている。
2001 年から比較すると 11％の増加である。2037
年までにさらに 260 万人がケアラーとなり，900
万人に達すると予測されている。この数字は，5
人に 3 人が，人生のいずれかの段階でケアラーに
なることを意味している（Carers�UK�2014b）。
　介護者支援を検討するにあたって重要なこと
は，介護者をどのような人間として捉えるかとい
う，支援が前提としている人間像である。イン
フォーマル・ケアは無償であるがゆえに，それを
引き受ける場合には，その他の生活，とりわけ経

済活動が制約される。「男性稼ぎ主モデル」では，
女性が無償で家事とケアを引き受ける代わりに，
夫に経済的に依存することが前提となっている。
Twigg�and�Aktin（1994）は，ケアの主たる資源
としての介護者という介護者像だけではなく，そ
のほかに，サービス提供の「協力者」としての介
護者，共同クライアントとしての介護者，そして
介護者像を越える介護者（the�superseded�carers）
という，介護者を4つのモデルに分類した（Twigg�
and�Aktin�1994；木下 2007）。第 4 のモデルは，介
護者役割に縛られることなく，個人として介護者
を捉える視点と言い換えることができる。実際に，
イギリスで介護者支援が政治的アジェンダとして
登場し支援策が具体化される過程において，上記
のような介護者モデルの変容を確認することがで
きる。複数の介護者モデルが，政策の展開過程で
移り変わるだけではなく，対立・競合しながら共
存してきたのである。
　イギリスでは，1970 年代，コミュニティ・ケ
ア政策の転換─ care� in�the�community から
care�by�the�community ─において，「イン
フォーマル・ケアの再発見」が唱えられ，コミュ
ニティ・ケアの担い手としての介護者が社会的に
可視化されるようになる（Heaton�1999）。ここで
介護者は，ケアの「主たる資源」として認知され
るようになる一方で，専門家への「協力者」とい
う捉え方も提起される。90 年代に入ると，サー
ビスの受け手としての介護者モデルが登場する。
たとえば 1992 年のイギリスの監査委員会の報告
書では，高齢者，身体障がい者，知的障がい者，
精神障がい者に次いで，コミュニティ・ケア・サー
ビスの第 5 の利用者グループとして初めて介護者
が登場する（Audit�Commission�1992）。そこでは，
インフォーマル・ケアの重要性が再確認されると
同時に，介護者が肉体的・精神的負担を抱えてい
る現状に対して，介護者に対する直接的なサービ
スが存在しないことの問題性が指摘された。ここ
で，単なるケア資源の提供者としてだけではなく，
支援を必要とする存在として介護者が認識される
ようになる。共同クライアントとしての介護者と
いう言説は，1995 年の介護者（認定およびサービ
ス）法の制定に結実する。この法律によって，要
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介護者とは別に，介護者自身がアセスメントを受
ける権利が承認され，介護者は地方自治体にアセ
スメントを請求できるようになる。
　1997 年ブレア政権の誕生によって介護者支援
が本格化する。1999 年には『介護者全国戦略』
が打ち出され，介護者のための包括的な政策の展
開がうたわれた（DH�1999）。介護者支援の基本的
認識は，介護者への支援が介護を要する人々を支
援するための「最良の方法のひとつ」という考え
方である。全国戦略の特徴のひとつは，介護者支
援としてよく取り上げられる「レスパイト・ケア
＝一時休息」からの転換であり，レスパイトに代
わり，「Break」という用語が用いられたことで
ある。介護者には，単なる介護の合間の息抜きと
してではなく，日常生活を営む上で必要不可欠な
休暇が必要であるという認識の表れである（DH�
1999；岩間 2003；三富 2008）。
　2000 年の介護者法では，介護者のアセスメン
ト権を強化することによって，仕事をはじめる／
再開する機会の拡大を保障している。さらに
2004 年介護者（機会均等）法では，アセスメント
請求権を介護者に周知することを地方自治体の義
務として位置づけた。同時に，仕事，教育，職業
訓練，余暇活動等の生活全般に関するアセスメン
トを行うことを定めた。つまり，介護者にとって
ケアを所与のものとし，その継続可能性だけを求
めるのではなく，ケア以外の活動および人間関係
をもつ独自の存在として介護者を捉え，人生設計
を可能にさせる支援の方向性が確認された。第 4
のモデル（介護者像を超える介護者）の確立であ
る。
　介護者モデルの変遷において特筆すべきこと
は，介護者自身による運動─介護者運動─の
社会的政治的役割である。1960 年代からはじまっ
た 介 護 者 運 動 は，Carers�UK や Royal�Princess�
Trust といった多数の全国規模のボランタリー組
織へと発展している。こうした団体は，自らが日
常的にきめ細やかな介護者支援を行っているだけ
ではなく，介護者支援政策の立案過程に積極的参
加し介護者の意見を反映させることによって，当
事者のニーズに即した支援内容に発展させてきた
のである（Heaton�1999）。

2　介護者ニーズ・アセスメント

　介護者支援の基本的な考え方は，ケアを引き受
ける／引き受けないという選択がいかにして可能
か，またケアを引き受ける選択をする場合に，そ
のことによって他の社会生活や将来の人生設計が
不利益を被らないようにするということである。
つまり，ケア責任を引き受けることを，女性の生
得的な能力として正当化・固定化するのでもなく，
あるいは「自己選択」「自己責任」として過酷な
介護の現実を放任するのでもなく，あらゆる人の
ケアへのかかわりの濃淡を承認し，多様な選択を
可能にするための支援と言い換えることもできる

（斎藤 2010）。したがって，介護者支援には多様な
手法が求められる。実際にイギリスで展開されて
いる主な介護者支援は以下の通りである（図 1）。
介護者にとって有益な情報提供やカウンセリング

（直接的社会的支援），当事者の組織化（間接的社会
的支援），介護者に対する現金給付（直接的経済的
支援）などがある。介護と仕事との両立支援は，
間接的経済的支援として位置づけることができる

（斎藤 2010）。そしてあらゆる支援の起点に，介護
者ニーズ・アセスメントがある。
　家族にかかわらず，恒常的に誰かのケアをして
いる人は，要介護者がサービス利用を望まない場
合でも，独自にアセスメントを受ける権利をもつ。

介護者手当（Carers 
Allowance）
所得税控除 

直接的支援

間接的支援

介護者ニー
ズ・アセスメン

ト

情報提供
カウンセリング
介護技術の習得
健康診断

ショートステイ
休暇（Break）
余暇・教育活動
セルフ・ヘルプ・グル
ープ

要介護者への現金給付
（Direct Payment）
介護と仕事の両立支援
職業訓練
再就職支援

心
理
的
社
会
的
支
援

経
済
的
支
援

図 1　イギリスにおける主な介護者支援
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表 1　介護者ニーズ・アセスメントの事例

〈時間〉
・�週に何時間介護していますか？要介護者のために費やすあらゆる時間，あなたが要介護者のためにしているすべての事柄にどれ

くらい時間が必要ですか。
・�あなたが介護している人に対してどんな支援をしていますか？（家事，買い物，入浴，排泄，料理，身の回りの世話，見守り，

預金の引き出しなどのお金の管理，洗濯）
・いつ支援をしなければならないですか，日中，夜中，あるいは一日中ですか。
・誰か他に手伝ってくれる人はいますか，その人はどれくらい手伝ってくれますか。
・介護の際にどんな支援が必要ですか。最も助けてほしいことは何ですか。
・子どもと一緒にすごす時間など，他の家族責任のための時間は十分ありますか。

〈健康〉
・あなたが介護している人は，あなたが対処するのが難しいと思われる健康問題を抱えていますか。できる限り書き出してください。
・あなたはなにか健康問題を抱えていますか。もしそうなら，介護役割によって健康問題は悪化していますか。
・十分睡眠はとれていますか。
・ストレスや抑鬱を感じていませんか。
・介護はあなたの健康にネガティヴな影響を及ぼしていますか。

〈感情と介護役割に関する選択肢〉
・介護するにあたって選択肢がないと感じていますか。
・�何事も手につかない，あるいは介護を減らさなければ手をつけられないと感じていますか。こういう風に感じるのは異常ではな

いし，あなたがどう思っているかをソーシャルワーカーが知ることがとても重要です。
〈仕事・学業・余暇〉
・働いていますか。働いているとすれば週何時間働いていますか。
・雇用者はあなたが介護者であることを知っていますか。雇用者は，緊急時の休暇など，あなたの権利について知っていますか。
・�あなたは仕事と介護が両立できていると感じていますか。もし両立の調整ができていないのならそのことについて説明してくだ

さい。
・どうすれは仕事や介護がもっと楽になりますか。
・仕事や勉強を始めたいと思っていますか。
・�あなたが楽しんだりリラックスできることについて，介護責任によってできなくなっていることがありますか（趣味，友人と合う，

映画を見に行くなど）。
・最後にあなたが一日中自分のために過ごしたのはいつですか。

〈住宅〉
・あなたは要介護者と一緒に暮らしていますか。居住環境については満足していますか。もしそうでなければそれはなぜですか。
・要介護者は家の中での移動で何か問題を抱えていますか（階段を登る，自分でお風呂に入る）。
・�あなたは要介護者を手助けしなければいけませんか。もしそうなら，あなた自身が苦痛を感じたり，怪我することなく安全に手

助けできていますか。特別な設備によって介護が楽になります。

複数で介護している場合には，ケア時間の長短に
かかわらず，各人がアセスメント権をもつ。アセ
スメントは，主に地方自治体の社会サービス部が
選定したソーシャルワーカーが実施する。表 1 は
Carers�UK が示している介護者ニーズ・アセス
メントシートだが，そこには，介護時間や自分自
身の健康だけではなく，仕事や学業，余暇といっ
たきわめて広範囲にわたる項目が含まれている。
たとえば「最後にあなたが一日中自分のために過
ごしたのはいつですか」という質問は，生活がい
かに介護によって左右されやすいかを端的に示し
ている。

3　介護と仕事の両立―「介護者」と「労働者」
のはざまで

　2008 年新たに打ち出された『全国介護者戦略』
では，仕事と介護の両立の問題がとりわけ強調さ
れ，介護者支援の中心的な課題として位置づけら
れた（DH�2008）。介護者にとって働くことは，家
計にかかわる経済的ニーズだけではなく，働くこ
とによる情緒的健康や自尊心の保持といった観点
からも重要である。とくに介護とは異なる生活環
境の中での他者とのかかわりが，働く介護者に
とっては不可欠だといえる（Arksey�and�Glendin-
ning�2008）。
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　イギリスの介護者の主たる年代は，45 ～ 64 歳
という働き盛りの壮年期である。イギリスの介護
者問題は，「ワーキング・ケアラー（働く介護者）」
の問題であるともいえる。この年代において，女
性労働者の 14％，男性労働者の 10％が介護者で
ある。ワーキング ･ ケアラーのうち，150 万人が
フルタイム（うち 58％が男性），66 万 2000 人がパー
トタイム（うち 89％が女性），38 万人が自営業（う
ち 2/3 が男性）である。また 13 万 1000 人の介護
者が求職中（うち 56％が男性）である（Buckner�
and�Yeandle�2006）。ワーキング・ケアラーは，無
資格で低賃金の仕事に就きやすい傾向があるだけ
ではなく，エスニシティや地域間格差などが関連
していると指摘されている（Buckner�and�Yeandle�
2006）3）。
　Kröger�and�Yeandle は，介護と仕事との両立
にあたって，以下の 3 点が重要であると指摘して
いる。第一は，介護者がアクセスできるサービス
のバリエーション，第二は，介護者が退職，休暇
の取得，労働時間の短縮をする場合に利用できる
財政的支援，あるいは介護労働に対する報酬，第
三は，解雇や不当な処遇から介護者を保護する，
あるいは介護を容易にするために働き方を変更す
ることを可能にする雇用にかかわる権利や諸権限
である（Kröger�and�Yeandle�2014）。
　イギリスにおけるワーキング・ケアラーに対す
る職場での両立支援の支柱は，「フレキシブル・
ワーキング（柔軟な働き方）」である。1990 年代
には，労働者側の仕事とケアの両立に対するニー
ズだけではなく，企業の側でも，景気拡大による
労働需要の逼迫から人材の確保および定着が人的
マネジメントの大きな課題となっていた。そこで，
従来の機会均等政策からフレキシブル・ワーキン
グ政策への転換が行われた（Yeandle�et�al.�2006）。
とりわけブレア政権成立以降，EU 指令の国内法
制化の一環として，フレキシブル・ワーキングが
積極的に導入されてきた。2002 年に成立したフ
レキシブル・ワーキング法では，26 週間以上の
継続雇用で，6 歳以下の子ども（障がいがある場
合には 18 歳以下）がいる労働者に対して，フレキ
シブル ･ ワーキングに対する請求権を保障した。
さらに 2007 年に成立した仕事と家族法（the�

Work�and�Families�Act）では，フレキシブル・ワー
キングの請求権が，成人をケアする介護者にも拡
大された。使用者は，正当な理由がない限り，申
請を拒否することはできない 4）。
　フレキシブル・ワーキングは，短時間勤務やフ
レックスタイムなどの労働時間，在宅勤務やテレ
ワーキングなどの働く場所，そして緊急事態への
対応や能力開発のための通学や研修などのサバ
ティカルやキャリア・ブレイクといった休暇制度
という 3 つの柱から構成される。フレキシブル・
ワーキングの導入は，特定の集団に対する優遇措
置ではなく，すべての労働者に対する普遍的権限
として拡大されつつある。このことは，フレキシ
ブル・ワーキングの利用が，ケアとの両立といっ
た特定の申請理由を必要としなくなることであ
り，制度利用に対する偏見を払拭するねらいがあ
る。
　フレキシブル ･ ワーキングの導入は，職場で長
時間働くことによって従業員を管理する伝統的な
マネジメントスタイルの刷新を必然的に伴う。
Carers�UK は，介護者支援に積極的に取り組む
経営者や労働組合，政策立案者らとともに，仕事
の質やチームへの貢献など，アウトプット重視の
マネジメント手法の開発・普及にも取り組んでい
る。
　しかし，ワーキング ･ ケアラーは依然として，
労働市場への参入促進政策とインフォーマル・ケ
アの維持政策との狭間におかれ，実際にはさまざ
まな矛盾や困難を抱えているという指摘もある

（Arksey�and�Glendinning�2008）。たとえば，短時
間勤務や緊急時の休暇が両立にはもっとも一般的
なアプローチであるが，フレックスタイムや在宅
勤務といった働き方は，すべての職種に適応でき
ない。また，両立に有益なサービスに関する情報
を集めたり実際にサービスにアクセスするには時
間と手間を要する。さらに，デイセンターの利用
時間の短さや移送の負担，緊急事態への適切な
バックアップがないなど，働く介護者にとって社
会サービスが依然として使いづらい内容になって
いるという状況（Arksey�and�Maree�2008）は，日
本とも共通している。
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4　介護者支援に対する両義的評価

　イギリスは介護者支援先進国ではあるが，それ
ぞれのサービスが理念と照らしてそれほど実行力
をもって実施されていない，あるいは低水準にと
どまっているのが現状である（三富 2010）。すく
なくとも，介護者を独自の権利を有する個人とし
て捉え支えるためには，雇用・社会保障・医療・
社会サービス・交通・住宅といった多岐にわたる
領域間の連携が不可欠であり，従来の縦割り行政
の克服（Arskey�and�Glendinning�2008）や，介護
者のスキルと資格へのアクセス（Buckner�and�
Yeandle�2006）といった課題が指摘されている。
とりわけ多様な介護者支援が，ジェンダー平等に
とってどのような影響を及ぼすかは未知数であ
る。
　イギリスでも介護者支援に対する評価は大きく
分かれている。介護者支援に対する最もラディカ
ルな批判は，介護者支援が，介護者の負担を軽減
するものではなく，むしろ介護者としての役割を
強化すると同時に，要介護者を支援される存在に
固定化させるというものである。家族，とりわけ
女性に対するケアの道徳的要請を，介護者支援が
補強しているのではないかという批判であり，介
護者支援を通じた家族主義イデオロギーの温存・
再生産という解釈がなされている。Jegermalm
によれば，介護者支援には，専門職との協働や役
割分担に注目したパートナーシップに基づくアプ
ローチと，限られた資源の効率的利用という文脈
において介護者を利用しやすい資源とみなす政治
的・経済的アプローチがある。介護者支援の理念
と，実際に行われているサポートとの間のギャッ
プをみれば，どんなにパートナーシップを強調し
たとしても，現実には政治的・経済的アプローチ
が優勢であり，介護者がフルタイムで介護に固定
化される傾向がある（Jegermalm�2005）。また，
障害学の観点からの介護者支援批判では，介護者
が経済的に搾取されることだけではなく，介護者
というラベリングは，相互性・互酬性に基づくケ
ア関係を二極化し，要介護者との間に権力の不均
衡を生み出すことがとりわけ危惧されている。こ
うした批判を通じて，介護者支援が権威的な関係

性の隠蔽に利用されたり，なによりも要介護者を
ケアの受け手として固定化してしまうことへの懸
念が表明されている（Molyneaux�et.�al.�2011）。
　しかし介護者支援を，安直に家族主義イデオロ
ギーの再生産として片付けてしまうことは，介護
者が直面している介護実態や困難を真摯に受け止
めないことと等しい政治的効果を果たしてしまう
ことにも留意しなければならないだろう。介護と
いう相互行為は，時として相容れない相互のニー
ズと感情が複雑に絡み合う，緊張と矛盾に満ちた
プロセスであり，パワーバランスの調整が継続的
に必要になる。家族介護は，親密な関係性に根ざ
した愛情と不可分であると考えられているが，そ
れは同時に，絶望や諦念，恐怖や憤りといった否
定的な感情をも誘発する。こうした「両義的な感
情経験」（Mac�Rae�1998）としての介護は，日々
振り子のように大きく揺れ動くお互いの感情のぶ
つかり合いでもある。きわめて危うい関係のバラ
ンスが崩れるとき，介護は暴力の温床と化する。
それは，要介護者の客体化や一方的な虐待として
生じることもあれば，介護者のセルフケアの怠り
として現れることもある（O’Connor�2007）。した
がって介護者支援には，要介護者および介護者そ
れぞれを個人として捉え，その生活全体を保障す
る視点と同時に，2 つの異なるニーズの開かれた
調整という視点が不可欠である。つまり，商品化
しえないからこそ，介護する－介護されるという
二者関係の良好な継続や，関係の距離化・相対化
を含む（再）調整という，関係性それ自体への支
援が必要となるのである。その点において，介護
者支援は，「第三者に開かれたインフォーマル・
ケア」という新しい形態の親密な関係性の可能性
を包含しているといえるかもしれない。

Ⅳ　おわりに�
─男性介護者運動とジェンダー平等

　日本の家族介護の現状を踏まえるならば，現金
給付にとどまらない，多様な介護者支援の導入に
ついて真摯に検討しなければならない（笹谷
2005）。そのことにかかわって，最後にいま一度，
日本の男性介護者に目を向けてみたい。
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　男性介護者には，不慣れな介護での戸惑いや葛
藤がある一方で，大きな強みもある。それは，介
護者になる以前の，政治・経済といった社会の中
心舞台で活躍してきた経験である。こうした男性
の経験や知識は，新しい介護システムを構築する
際の大きな即戦力となりうる。先述した男性介護
者同士をつなぐ地域での取り組みは，孤立を予防
するという側面だけではなく，介護者支援を含む
新しい介護・政治システムを構築するための活動
拠点としての役割を担いつつある 5）。こうした男
性介護者の動きは，介護者支援の議論を本格化さ
せる牽引力になるかもしれない。
　問題は，こうした男性介護者の取り組みが，社
会制度の隅々にまで浸透している根深いジェン
ダー不平等それ自体にメスを入れる力に連結して
いくかどうかである。職場に自分の介護を隠し続
けるのではなく，介護しながら働き続けられる新
しい企業風土を，男性自身がつくっていけるだろ
うか。
　介護というケアを媒介とする男同士のつなが
り，男性的な価値観に依拠した介護者運動という
きわめてスリリングな社会的実践は，ジェンダー
平等にとってどのような意味をもちうるだろう
か。男性自身が，介護を契機とする自らの生き方
の問い直しを，男性的な価値観に支えられた働き
方や政治のあり方それ自体の変革，すなわちジェ
ンダー平等へと連結させていけるかどうかが今問
われている。

 1）介護保険制度の法案論議の際に，現金給付を盛り込むかど
うかが大きな争点となっていた。当時自民党政調会長が「子
どもが親の面倒をみる美風を損なわないよう，介護している
家族に現金給付を」と発言したことに対して，樋口惠子を代
表とする「高齢社会をよくする女性の会」は，介護サービス
の拡充を遅延させ女性を家庭に固定化するとして強く反対し
た。当時の議論の経緯については辻（2012）を参照。

 2）2015 年 3 月時点での男性介護ネットの調査による。
 3）2001 年のセンサスによれば，バングラディッシュ，パキ

スタン，インドといった人種にワーキング ･ ケアラーが多い。
ワーキング・ケアラーの業種としては，男性の場合，製造業・
建設業・卸売／小売業・輸送業が多く，営業が多い金融 ･ 不
動産業が少ない。女性の場合，販売及び顧客サービス業や公
的セクターが多い（Buckner�and�Yeandle�2006）。

 4）障がい児の親のフレキシブル・ワーキングに対する申請の
80％は妥当とみなされている（Arksey�and�Maree�2008）。
ただし，請求が必ずしもすべて承認されるわけではないとい
う点において権利性が弱いということ，相対的に低賃金にと

どまる可能性があること，さらに，元の働き方に戻すことが
できないという問題も指摘されている（中川 2008）。

 5）たとえば京都では，ショートステイの利用に際して，実際
の食事の回数にかかわらず 1 日分の食費が請求されることに
疑問を持った男性介護者が，粘り強く行政や関係団体に働き
かけた。その結果，2013 年に京都市は全国に先駆けて一食
単位の徴収を条例化した（林・林 2013）。
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